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○「外部策定委員会」より独自の計画書が 

              町長へ提言されました。 

外部策定委員会としての計画書を町長へ提言する 

髙橋副委員長（左）と山﨑委員長（右） 

 「時代に見合った将来の公共施設のあり方」

を考えるため、町では平成28年度中に「公共

施設等総合管理計画」を策定します。 

 この計画策定は、役場内組織である「内部策

定委員会」のほかに、公募の町民の方や学識経

験者の方などから構成する「外部策定委員会」、

「一般からの提案募集」の３つの柱によって、

それぞれが独立して計画立案を行うこととして

います。 

  
 昨年１２月２０日には、外部策定委員会より、独自の計画書が町長へ提言されました。 

 （仮称）寒川町公共施設等総合管理計画「外部策定委員会」は、公募の町民の方、建築や土木、

公共施設マネジメントや公会計をご専門とする有識者の方々４名、自治会長連絡協議会から推薦

を受けた方、社会福祉協議会から推薦を受けた方、教育委員会から推薦を受けた方、計９名で構

成され、４月２７日から９回の委員会と、町内在住委員によるワーキングを４回開催し、慎重な

審議、議論を行いました。 

 特に重視したのは、「独立した組織として、独自に計画立案を行う」点であり、役場内の立案

状況を判断材料とするのではなく、「外部策定委員会独自の視点」で計画立案を行ってきました。 

 今回提言されました内容に関しては、別添の「（仮称）寒川町公共施設等総合管理計画「外部

策定委員会」計画書」をご覧ください。 

 今後は、外部策定委員会からの提言、役場

内組織である「内部策定委員会」の計画案、

一般からの提案の三つの柱を一つにまとめ、

年度内には「町としての公共施設等総合管理

計画」を策定することとしております。 

 これからも、様々な情報提供をこの紙面上

において行っていきますので、引き続き「未

来の公共施設ニュース」にご注目ください。 

提言内容を説明する委員長と副委員長 
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平成２８年１２月 

（仮称）寒川町公共施設等総合管理計画外部策定委員会 

 

＊本計画は、当委員会が町長へ提言するものであり、町の最終計画案ではありません。  



○はじめに ～委員長あいさつ～ 

 

平成 24 年 12 月２日に発生した中央自動車道の笹子トンネル天井板落下事故

は、全国的に大きな衝撃を与え、特に「公共施設の老朽化・更新問題」を顕在

化させました。 

昭和 30年代半ばからの高度成長期には人口が増加し、それに伴い公共施設も

数多く造られてきました。これら公共施設の耐用年数は 50～70年のものが多く、

一斉に更新の時期を迎えています。 

一方で、現在は少子高齢化、人口減少社会を迎え、社会情勢も大きく変化し

ています。今後も人口減少が進み、それに伴い生産年齢人口も減少することが

想定されています。これは、地方公共団体の財源である税収が減少することを

意味します。 

「老朽化した公共施設を造り替えなければならないが、十分な財源が見込め

ない。」これが「公共施設の老朽化・更新問題」です。 

この課題を解決するために、公共施設について、今後のあり方を検討し、取

り組みの方向付けを行う、公共施設等総合管理計画の策定が求められています。 

寒川町では、この計画策定に当たって、①町職員による内部策定委員会、②

学識経験者や一般公募の町民などで構成される外部策定委員会、③一般公募案、

の三つがそれぞれ独立して検討し、最終的に一つにまとめることとされていま

す。 

寒川町長から委嘱を受けました私たち外部策定委員会では、本年４月 27日よ

り９回の委員会と４回の町内委員によるワーキングで慎重な審議を行いました。          

その結果、社会情勢や将来の財政状況等を考慮して、これからの寒川町にあ

るべき公共施設等の総合管理計画策定について提言いたします。 

この提言が、計画策定の一助になれば幸いです。 

 

 

          

平成 28年 12月 

 

（仮称）寒川町公共施設等総合管理計画  

外部策定委員会 委員長 山﨑 俊裕  
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Ⅰ まえがき                         

１．外部策定委員会の役割                  

私たち外部策定委員会の役割は、次の３点とされています。 

 

   （１）（仮称）寒川町公共施設等総合管理計画の策定に関し、広く関係者

（各委員）の意見を反映させること（委員会設置要綱第１条を引用） 

   （２）公共施設等白書によって明らかになった将来の更新財源不足への

対応策、公共施設等の再編に関し、町民目線での議論を行うこと 

   （３）独立した組織として、独自に計画立案を行うこと 

 

特に、３点目に関しては、行政の内部策定委員会における計画立案状況を

判断材料とするのではなく、外部策定委員会独自の視点で計画立案を行う

ことが求められています。 

 

２．計画策定にあたっての前提条件               

  （１）計画期間 

     本計画の計画期間は、平成 28年度から平成 67年度までの 40年間と

します。これは、少子高齢化、人口減少により人口構成が大きく変化

するためであり、この 40年間を 10年単位で検証することとしました。 

  （２）町が直面する課題 

     ①人口減少 

       町の年齢域別人口推計は、次のとおりです。 

       （詳細は図１「町内全域人口推計のとおり」） 

      ア）全年齢 

       平成 27年（2015年）48,167人 

       平成 37年（2025年）47,418人 対平成 27年比▲ 1.6％ 

       平成 47年（2035年）44,860人   〃    ▲ 6.9％ 

       平成 57年（2045年）40,833人   〃    ▲15.2％ 

       平成 67年（2055年）37,734人   〃    ▲21.7％ 

      イ）生産年齢人口（15歳から 64歳） 

       平成 27年（2015年）29,895人 

       平成 37年（2025年）27,748人 対平成 27年比▲ 7.2％ 

       平成 47年（2035年）25,561人   〃    ▲14.5％ 

       平成 57年（2045年）21,170人   〃    ▲29.2％ 

       平成 67年（2055年）19,349人   〃    ▲35.3％ 

       このように、全年齢人口の減少率よりも生産年齢人口の減少幅が大

きくなっています。生産年齢人口の減少は、「町税の減収」、特に個人
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町民税の減収が予測されます。一方で、町税の減収予想に対して、高

齢化が進むことなどを原因とする社会保障費は増加が予想されます。

町税の減収に対して社会保障費が増加することによって、町の財政が

更に硬直化し、老朽化した公共施設等の更新財源不足が見込まれます

（図２参照）。 

 

図１ 町内全域人口推計 

（平成 27年 3月 31日時点における住民基本台帳人口をベースとした、「自然増減（＝

出生と死亡）」と「純移動（＝転出入）」の二つの人口変動要因により推計） 

 

     図２ 町税収入と社会保障費の決算額推移 （単位：百万円） 
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②少子高齢化社会 

年少人口と高齢者人口、高齢化率の推計は次のとおりです。 

（詳細は図１「町内全域人口推計のとおり」） 

ア）年少人口（０歳から 14歳） 

平成 27年（2015年）6,614人 

        平成 37年（2025年）5,660人 対平成 27年比▲14.4％ 

        平成 47年（2035年）4,864人    〃    ▲26.5％ 

        平成 57年（2045年）4,419人    〃    ▲33.2％ 

        平成 67年（2055年）4,205人    〃    ▲36.4％ 

       イ）高齢者人口（65歳以上） 

平成 27年（2015年）11,658人 

        平成 37年（2025年）14,010人  対平成 27年比+20.2％ 

        平成 47年（2035年）14,435人    〃    +23.8％ 

        平成 57年（2045年）15,244人    〃    +30.8％ 

        平成 67年（2055年）14,180人    〃    +21.6％ 

       ウ）高齢化率 

        平成 27年（2015年）24.2％ 

        平成 37年（2025年）29.5％ 

        平成 47年（2035年）32.2％ 

        平成 57年（2045年）37.3％ 

        平成 67年（2055年）37.6％ 

       このように、高齢者の増加、高齢化率の上昇により介護給付や

医療費の増加が予想されるため、これらを抑えるための健康寿命

を延ばす為の機能が必要です。また、人口減少を最小限に止める

ために、出産・子育てに関する不安や悩みの解消する為の機能も

必要です。 

      ③更新財源問題 

        公共施設等白書により、寒川町が保有する全ての資産を更新す

るとした場合、その金額は 789億円を要し、この計画期間である

40年で捉えた場合は 654億円を要します（図３参照）。これは、町

民１人あたり 136万円、１世帯あたり 343万円の負担となります。

また、保有する資産全てを耐用年数到来時に更新するとした場合

の財務シミュレーションは図４のとおりです。 
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図３ 資産更新必要額 寒川町公共施設等白書 より       

 

 図４ 財務シミュレーション 寒川町公共施設等白書より （単位：千円） 
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多額の更新費用が必要になるのと同時に、2033年には約 22億円

の資金不足になることが判明しています。 

       なお、この白書における試算では建設当初の取得価額を加算し

たものであり、今日の物価上昇や建築内容の変化等は考慮されて

いないこと、施設の解体費用等も含まれていないことは、別途検

討する必要があります。 

  （３）公共施設等の今後のあり方に関する考え方 

     ①施設類型ごとの統廃合・再編の進め方 

       公共施設等の統廃合や再編を考える場合、二つの方式が考えら

れます。 

       ア）「更新費用を含めたコスト削減」、「建築物総床面積削減」の

方針が先立ち、施設類型ごとに目標値を当てはめていく方式 

       イ）現況施設の評価を行い、施設や類型ごとの特性を見極め、

今後の施設のあり方を検討する方式 

        ア）方式：削減目標値が先立つ「トップダウン型」 

        イ）方式：現況施設の評価をベースとした「ボトムアップ型」 

        （日本建築学会編集「公共施設の再編 計画と実践の手引き」より） 

       上記二つの方式のうち、トップダウン型は多くの自治体でその

考え方が採用されているものの、個別施設ごとの統廃合や再編の実

行段階の際、目標とするコストや床面積の削減が現実的には難しい

場合も想定されます。 

       そこで、私たち外部策定委員会では、施設の特性を考慮する「ボ

トムアップ型」が重要であると考えつつ、数値目標も見定めるこ

ととし、「トップダウン型」と「ボトムアップ型」を融合させた形

で今後の施設のあり方を考えることとしました。 

     ②町が直面する課題への対応と既存施設の特性を捉えた将来像 

       図１のとおり、40年後には年少人口が約 36％減少することから、

町が保有する全ての建築物のうち、57％を占める学校教育施設の

今後のあり方が非常に重要です。そして、児童生徒数の減少によ

り、学級数の変化が想定されます。このことから学校内に余裕面

積が生じるため、校舎や体育館、敷地も含めた学校規模の適正化

が必要です。 

       こうしたことから、学校教育施設のスペース有効活用策は避け

て通れないため、「学校教育施設の複合化・多機能化」を基本条件

とします。 

     ③行政が保有・維持すべき施設 

       人口減少、少子高齢化、そして更新財源問題という町が直面す

る課題があるものの、一方で、行政として兼ね備えなければなら

ない公共施設は存在します。そこで、私たち外部策定委員会では、
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施設類型ごとの用途や性質に鑑み、行政が今後も維持すべき施設 

の優先順位を考えることとしました。 

     ④都市基盤の効率的な維持管理・補修 

（道路、橋りょう、下水道のインフラ資産について） 

    都市基盤は、図３の更新必要額にあるとおり、その保有量は約６

割と膨大です。しかしその一方で、町民等の日常生活上、都市基盤

を縮小することは困難です。また、これらを維持するためのメンテ

ナンスは必要不可欠です。そこで、コストを抑えた手法による維持

管理と補修を実施し、長寿命化を進めていくことが必要と考えます。 

 

 

Ⅱ 外部策定委員会としての計画                 

 １．建築物について                      

（１）行政が今後も維持すべき施設の優先順位（施設類型ごと） 
図３及び図４から、施設の更新には多額の費用を要すること、そし

て、全ての資産・施設を更新することは不可能であることが分かりま

した。 

そこで、町が保有する施設を「法令上の設置義務や行政運営上の必

要性」、「町民の生命財産を守るための必要性」などを考慮し、施設類

型ごとに行政が今後も維持すべき施設の優先順位を設定しました。 

①学校教育施設  

②保健福祉施設  

③行政・環境・消防施設 

これらの施設は、今後も行政として維持管理をしていかなければな

らない施設と考えます。但し、その保有量や維持管理手法、民間手法

の活用等は十分に検討が必要です。 

④地域活動施設  

⑤文化スポーツ施設 

これらの施設は、コミュニティーの形成や町民の情操教育、体力の

向上などの面から重要な施設ではあるものの、「集中と選択」の観点か

ら、現在の保有量を減少させることを提案します。但し、学校教育施

設等との複合化、多機能化を進め、機能は極力維持することを併せて

提案します。 

 （２）学校教育施設のあり方 

    ①コミュニティースクール化の推進（注） 

希薄化したコミュニティーの再形成、そして、地域のシンボル的存

在として学校を位置付けることにより、地域で子ども達を育む環境を

整えることが可能であると考えます。 
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（注：コミュニティースクール：学校と保護者や地域の方々がともに知恵を

出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供た

ちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み） 

    ②学校教育施設の有効活用策 

建築物全体の 57％を占めるため、その有効活用策が非常に重要と

なります。そこで、他施設との複合化、多機能化を進めることを提

案します。 

学校教育施設を複合化、多機能化することに寄るメリットは、次

のようなことが考えられます。 

      ア）地域の方々が学校と関わり合いを持つ機会が増える 

      イ）地域で子ども達を育む環境が整う 

＝コミュニティースクール化の推進に寄与 

      ウ）利用者の方々の目があることで防犯面での貢献 

一方で、学校の敷地内、建物内への人の出入りについては、安全

面や教育面への最大限の配慮が必要です。 

    ③複合化・多機能化の組み合わせ 

コミュニティースクール化の推進と学校教育施設の有効活用の面

から別紙１に示す案を組み合わせの原則として提案します。 

    ④統廃合、学区再編の検討 

学級数は、全学年で 12学級を下回る小学校が予想されます。また、

現時点においても「面積不足」、「面積余剰」ともに存在するため、学

校数の検証を含めた規模の適正化が必要であると考えます。 

（３）地域集会所、学童保育、文化福祉会館（公民館含む）の集約等 

①地域集会所、学童保育 

原則として、全ての地域集会所と学童保育は、小学校への複合化

を提案します。 

地域集会所、学童保育が小学校へ複合化されることによるメリット

は、次のようなことが考えられます。 

ア）地域の方々と子ども達とがふれあう時間が増える 

イ）世代間交流が活発になる 

なお、複合化にあたっては、各自治会ごとの備品等の保管スペース

を確保し、集会室等の機能は複数自治会の共有スペースとします。 

また、学校教育施設への複合化を選択しない地域集会所は、地域へ

の移管、即ち、地区集会所への移行を提案します。 

②文化福祉会館、その他の施設 

原則として、文化福祉会館（公民館含む）は、中学校へ複合化す

ることを提案します。また、今後の高齢化の進展から、地域包括支

援センターや役場機能の一部についても、中学校への複合化を提案

します。 

文化福祉会館（公民館含む）や行政機関が中学校へ複合化される
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ことによるメリットは、次のようなことが考えられます。 

ア）学校内の部活動と文化団体等との交流が盛んになる 

イ）中学校へ行くことで行政手続を行うことができ、利便性が向

上する 

 （４）学校教育施設の複合化・多機能化による更新費用削減効果額 

   表１ 更新費用削減対象額 

学校名 

（複合を受入 

 する施設） 

複合される施設 

施設名称 
更新費用（千円） 

（取得価額ベース） 

寒川小学校 

宮山地域集会所 50,480 

あおぞらクラブ（学童保育） 

（町民センター分室含む） 
－ 

寒川中学校 南部文化福祉会館（公民館） 378,021 

旭小学校 

倉見地域集会所 58,174 

わかばクラブ（学童保育） 25,749 

倉見大村地域集会所 21,136 

小谷小学校 

小谷地域集会所 40,425 

小動地域集会所 23,096 

大蔵地域集会所 41,071 

げんきっ子クラブ（学童保育） 7,733 

一之宮小学校 

一之宮地域集会所 45,763 

わんぱくクラブ（学童保育） － 

文化財学習センター － 

旭が丘中学校 北部文化福祉会館（公民館） 392,027 

寒川東中学校 岡田地域集会所 36,457 

南小学校 

筒井地域集会所 31,671 

中瀬地域集会所 21,730 

田端地域集会所 47,926 

大曲地域集会所 36,958 

星の子クラブ（学童保育） － 

 
複合される施設の更新費用合計→ 1,258,417 

    （あおぞらクラブ、わんぱくクラブ、文化財学習センターは既に学校教育施設内に存在 

する複合施設のため、星の子クラブについては平成 28年度使用開始の施設であり、公共 

施設等白書では記載がないため取得価額を「－」の表記とした） 
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①更新費用削減対象額 

表１のとおり、複合化される施設の更新必要額は合計約 12億円で

す。これらの施設を更新せずに複合化することとした場合、約 12

億円が更新費用の削減対象額であると考えます。 

②複合化・多機能化に要する費用 

①において、約 12億円の更新費用削減対象額が生じるものの、表

１に記載されている施設は、学校教育施設内に複合化するため、その

費用が必要となります。そこで、私たち外部策定委員会では、複合化

に要する費用の次のとおり想定しました。 

  ・複合化される施設の更新費用約 12億円×50％＝約６億円 

③複合化・多機能化による更新費用削減効果額 

①及び②により、複合化・多機能化を実行することで得られる更新

費用削減効果額は、次のようになります。 

  ・更新費用削減対象額約 12億円－複合化に要する費用約６億円 

   ＝約６億円 

 （５）資金不足額の解消 

（４）③によって求めた更新費用削減効果額と、資金不足額の解消につい

て検討しました。 

   公共施設等白書によって明らかになった資金不足額▲約 22億円 

   ＋）   複合化・多機能化による更新費用削減効果額約６億円 

      差引額                  ▲約 16億円 

ここまでの計算により、資金不足額は約 16億円が解消されず残る

こととなります。さらに、この資金不足額は建設当初の取得価額によ

って算出したものであり、今日の物価上昇や建設内容の変化、既存施

設の解体費用が含まれていないため、更に効果額を捻出する必要があ

ります。 

①更なる更新費用の捻出 

ア）今後 40年間での借地解消 約６億円 

 公共施設の敷地として借地が多数存在し、町全体で支払う借

地料が年間８千万円となっています。そこで、今後 40年間に

おいて、借地の返還、交換等により次のような効果額を試算し、

更新財源の捻出を提案します。 

・年間借地料約８千万円×40年間×20％＝約６億円 

  イ）学校教育施設の統廃合 約 19億円 

 文部科学省では、望ましい学級数として１校あたり 12学級

から 18学級としています。私たち外部策定委員会では、小学

校区別人口推計から将来の学級数を予想したところ、全学年で

12学級を下回る小学校が想定されることが分かりました。より

良い教育環境の維持を考慮した場合、１校 12学級を下回るこ

とは望ましいことではないと考え、学校教育施設の統廃合を提
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案します。 

・12学級を下回る小学校更新必要額約 19億円 

ウ）広域利用施設の更新特定財源 

     公共施設等白書においては、施設更新に対する特定財源の見

込みを精緻に行っていなかったものの、その後の検討を進める

中において、広域利用施設の更新に際しては、施設の維持と運

営と同様に負担金を見込めることが判明しています。 

     そこで、広域利用自治体からの負担金を負担率 8／10と想定

し、約 16億円が特定財源として見込むことができます。 

   ・美化センター更新必要額約 20億円×8／10＝約 16億円 

②資金不足額の解消 

（４）③によって求めた更新費用削減効果額と、上記①による更新費

用の捻出により、資金不足の解消について検討しました。 

 公共施設等白書によって明らかになった資金不足額▲約 22億円 

 ＋）   複合化・多機能化による更新費用削減効果額約６億円 

 ＋）           今後 40年間での借地解消約６億円 

 ＋）            学校教育施設の統廃合約 19億円 

 ＋）       美化センター更新特定財源見込額約 16億円  

            合計           約 25億円 

 資金不足が一転し、約 25億円の財源が捻出できることになります。

このように、長期的な効果額ではあるものの、約 25億円の費用を捻

出することができると考えます。 

（６）（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の活用 

 平成 21年３月に役場と隣接する土地を「保健福祉施設の集約」を目的と

して取得しましたが、公共施設等総合管理計画の策定要請が国からなされ

たため、同計画策定と合わせてこの土地の活用策を検討しました。 

私たち外部策定委員会は、既存施設を集約し、新たな施設の整備を次の

とおり提案します。 

    ①既存の保健福祉施設等の集約を前提に次の施設、機能の集約 

      ○健康管理センター（老朽化率 66.17％） 

○福祉活動センター（老朽化率 69.45％） 

○子育てサポートセンター（賃借物件） 

    ②その他の施設の集約 

     ア）町営プール 

        現在利用中止している町営プールは、多くの町民の方々から

再建の要望があるものの、再整備費用は約 15億円と想定されて

います。 

また、町営プールの代替機能として、小学校プールに幼児用

プールを増設し、既存の学校プールも改修した場合の費用は１

校あたり約１億５千万円と想定されています。 
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そこで、私たち外部策定委員会は、小学校プールを廃止した

上で、新たな施設内に室内温水プール（通年利用型）も併せて

整備することを提案します。 

通年利用型室内温水プールを整備することのメリットは次の

ようなことが考えられます。 

・通年での利用が可能となることから、天候や気温に左右さ

れることなく、小学校の授業計画が立てやすくなる 

・高齢者が増える中では、介護予防機能として年間を通して

活用できる。 

・健康福祉に熱心に取り組む町としてのＰＲ効果 

 一方で、温水プールとすることによる維持管理コストの増が

想定されますが、プール利用料のほかに、新しい施設内にテナ

ント誘致による収入を確保することで、コスト増を抑えること

ができると考えます。 

      イ）町民センター及び役場 

         老朽化率が 71.04％と高い町民センターのうち、800人を超

える収容人数を備えるホール機能は、実際の利用人数を鑑み

ると、500人程度の収容人数とする規模の適正化が必要と考え

ます。同時に、控室やリハーサル室をサークル活動や少人数

活動などで利用できるようにすることが望ましいと考えます。   

また、現在４棟の建物に分散している役場は、窓口機能の利

便性向上の観点からも集約し、ネットワーク化などの最新技

術を取り入れた合理的かつ効率的なシステムとすることを提

案します。 

    ③概算費用の積算 

      私たち外部策定委員会では、機能集約によって想定される床面積

を求め、併せて整備費用の積算を概算で行いました。 

     ア）基本条件 

        土地：6,513.8㎡ 建坪率 60％ 容積率 200％ 

        →最大で床面積 13,026㎡の建築が可能 但し高さ制限 12ｍ 

     イ）集約する施設の既存床面積 

        健 康 管 理 セ ン タ ー ：1,915㎡   

        福 祉 活 動 セ ン タ ー ：  790㎡   

        子育てサポートセンター：  286㎡    

        役 場 庁 舎 ：7,070㎡   

        町 民 セ ン タ ー ：3,603㎡   

        町 営 プ ー ル ：1,365㎡ 

合計 15,029㎡ 

     ウ）集約後の面積 

        町民センターホール以外については、廊下やトイレ等の共用
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部分が重複すると考えられるため、既存床面積に対して 85％を

乗じ、その面積の合計値と町民センターホールを 500人収容へ

縮小した面積との合計値を新しい施設の延べ床面積として想定

します。 

        健 康 管 理 セ ン タ ー ：1,915㎡×85％＝1,627㎡ 

        福 祉 活 動 セ ン タ ー ：  790㎡×85％＝  672㎡ 

        子育てサポートセンター：  286㎡×85％＝  243㎡ 

        役 場 庁 舎 ：7,070㎡×85％＝6,010㎡ 

        町民センターホール：         2,000㎡ 

        町 営 プ ー ル ：         800㎡ 

                          合計 11,352㎡ 

         ＊町民センターホールについては、収容人数 500人程度に

縮小した場合の想定面積。町営プールは 25ｍプールと更

衣室機能などを備えた場合の想定面積。 

     エ）整備費用概算 

        11,352㎡×310,000円（注）＝3,519,120,000円 

       （注：建物災害共済事務取扱要領による㎡あたりの共済単価。

用途は役場、構造は鉄筋コンクリート造） 

    ④資金不足の解消 

         （５）において、施設の複合化・多機能化や施設統廃合などによる

効果として約 25億円が捻出されましたが、上記③による概算では 35

億円を超え、約 10億円の資金不足が生じます。 

         そこで、資金不足を解消するため、既存施設の集約等によって生じ

る効果額を次のとおり検証しました。 

ア）既存施設の集約による更新費用削減対象額 

健康管理センター：  405,614千円 

福祉活動センター：  138,740千円 

役 場 庁 舎 ４ 棟 ：1,148,328千円 

  町 民 セ ン タ ー ：1,169,544千円 

  町 営 プ ー ル ： 469,649千円 

    合計     3,331,875千円 

   （子育てサポートセンターは私有物件の賃借のため、上記計

算には含まない） 

 上記のように、５施設の更新必要額は約 33 億円となります。

これらの施設を更新せずに集約した場合、約 33億円が更新費用

の削減対象額であると考えます。 

イ）既存施設の解体費用等 

既存施設の解体が必要となる場合もあることから、これに要

する費用を次のように想定しました。 

   ・既存施設集約での削減効果額約 33億円×40％＝約 13億円 
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ウ）資金不足の解消 

   ア）による更新費用削減対象額、イ）による解体費用等を考

慮し、資金不足の解消について検討しました。 

    既存施設の集約による更新費用削減対象額 約 33億円 

   －）新規施設整備による資金不足額     約 10億円 

   －）既存施設の解体費用          約 13億円 

       差引額              約 10億円 

   ここまでの計算により、資金不足を解消し、約 10億円の財源

を生み出すことができます。更に、既存施設を解体した後、跡

地の売却や賃貸する事による収入確保を見込むことができるた

め、資金不足を解消することができます。 

⑤留意点 

（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の活用については、新

たな投資となることから、次のような点に着いて留意が必要と考えま

す。 

ア）大規模の施設を整備することから、費用面の精査 

イ）望ましい規模の機能や設備の選択 

ウ）民間活力の導入などによる整備手法の再検証 

エ）施設整備に止まらず、エリアの活性化に資する投資とすること 

 （７）財源捻出に関するまとめ 

 ①削減効果額及び財源捻出 

（４）と（５）においては、学校教育施設の複合化・多機能化による

更新費用削減効果額と資金不足の解消について、（６）においては、（仮

称）健康福祉総合センター建設予定地の活用について、それぞれ述べ

てきました。 

ここでは、資金不足額の解消と、（仮称）健康福祉総合センター建設

に係わる効果額を次のとおりまとめます。 

公共施設等白書によって明らかになった資金不足額▲約 22億円 

 ＋）   複合化・多機能化による更新費用削減効果額約６億円 

＋）           今後 40年間での借地解消約６億円 

＋）            学校教育施設の統廃合約 19億円 

 ＋）       美化センター更新特定財源見込額約 16億円  

 －） 健康福祉総合センター建設予定地への新規施設約 35億円 

 ＋）   既存施設の集約による更新費用削減対象額約 33億円 

 －）             既存施設の解体費用約 13億円 

           合計                   約 10億円 

     以上ように、約 22億円の資金不足を解消し、更に約 10億円の財源

を捻出が可能であると考えます。 
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   ②学校教育施設更新面積の縮小による更なる更新費用の削減効果 

     今後、学校教育施設を更新する場合、少子化の進展により、現在の

学級数より少ない数でのクラス編成が考えられます。そのことにより

床面積を小さくした形での更新が可能となり、学校施設の更新費用も

削減されると考えられます。 

     この更新費用削減により、教育環境の充実（例えばソフト事業等）

に充てられると考えます。 

 

２．都市基盤（インフラ資産）について             

インフラ資産については、公共施設等白書において、全てを更新する場

合の費用が記載されていました。しかし、町が保有する全資産の過半を超

える量のインフラ資産を更新すること、即ち造り替えることは現実的では

ないと考えます。そこで、私たち外部策定委員会では、町が策定した既存

の維持管理計画等の妥当性、有効性を検証することとしました。 

なお、町が策定した既存の計画は次のとおりです。 

（１）寒川町舗装維持補修計画 

町道の舗装については、路面性状調査を実施し、ひび割れ率、わだ

ち掘れ量、平たん性を考慮したＭＣＩ（＝Maintenance Control Index    

注）による評価を行っています。評価結果は図５及び図６のとおりで

す。 

（注：維持管理指数） 
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図５ ＭＣＩ路面評価図 

5.1～10.0

4.1～5.0

3.1～4.0

0.0～3.0

MCI評価ランク　凡例

＊ＭＣＩ5.0 までが 

補修の目安とされる 
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図６ ＭＣＩ評価ランク別延長内訳 寒川町舗装維持修繕計画より 

 

補修の目安とされる「ＭＣＩ５以下」の路線は町道全体の 17％超を

占め、早急に補修が必要とされる「ＭＣＩ３以下」の路線は町道全体

の１％となっています。 

ＭＣＩ５以下の路線に対して、必要な修繕を平成 32年度までに実施

すると想定し、所要額を算出しました（表２及び図７参照）。 

平成 27年度からの６ヶ年で約 21億円、年平均では約３億５千万円

も要することが判明し、この額は過去の実績に対して６倍ほどの予算

を要することが分かりました。これは、昨今の財政状況から必要とな

る修繕が実施できなかったと想定されますが、このままでは、補修実

施の実現性が乏しくなります。そこで、工法や管理水準の検討を行い

ました。 

 

表２ 補修対象区間の延長、補修金額の実績及び所要額 寒川町舗装維持修繕計画より 

 

1% 4% 

12% 

22% 

39% 

18% 

4% 

MCI～３ MCI３～４ MCI４～５ MCI５～６ 

MCI６～７ MCI７～８ MCI８～ 

単位：延長（ｍ），金額（千円）

年度 延長 補修金額

平成24年度補修済 - 55,000

平成25年度補修済 - 57,000

平成26年度補修済 - 57,000

平成27年度以降 27,137 2,109,613

実績

備考

実績

実績

H26までの補修済み除く、ｶﾞｽ・水道復旧除く

MCI５以下は 17％を超えている 
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      図７ ＭＣＩ３以下の路線を補修する場合の所要額  

寒川町舗装維持修繕計画より 

 

舗装の破損は、「路面破損」と「構造破損」の二つに大別され、ＭＣ

Ｉ３以下が構造破損、ＭＣＩ５以下が路面破損と想定されます。 

今後の維持補修計画は、ＭＣＩ３以下の路線を「舗装の打ち換え」、

ＭＣＩ５以下の路線を「クラックシール工法（注）＝予防保全的修繕」

の２種類により実施することとし、事後保全的修繕によるコスト増を

抑えることとしました（表３、図８及び図９参照）。 

 （注）クラックシール工法：舗装のひび割れ部分にシール材を塗布

し、平滑に仕上げる工法 

 

      表３ 維持補修工法の摘要案 寒川町舗装維持修繕計画より 

 

  

道路種 4<MCI≦5 3<MCI≦4 MCI≦3

単車線 ｸﾗｯｸｼｰﾙ 舗装打換 舗装打換

複車線 ｸﾗｯｸｼｰﾙ 舗装打換 舗装打換

単車線 ｸﾗｯｸｼｰﾙ 舗装打換 舗装打換

複車線 ｸﾗｯｸｼｰﾙ 舗装打換 舗装打換

1級,2級

一般（その他）
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図８ クラックシール工法の例 

 

 

図９ クラックシール工法導入による今後の補修費用 寒川町舗装維持修繕計画より 

 

図９のとおり、予防保全的修繕であるクラックシール工法を導入す

ることで、平成 32年度までの年間平均費用は、約１億円となり、予防

保全的修繕導入前と比べて約２億５千万円のコストを抑えることがで

きます。 

今後は、国からの補助金を受けながら、計画的に舗装の補修を行っ

ていくこととしています。 

0
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補
修
金
額
（
千
円
）

見直しした舗装修繕計画（案）

618百万円/6ヶ年 ＝103百万円
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 （２）寒川町橋りょう長寿命化修繕計画 

橋りょうの点検は、「神奈川県市町村版橋梁点検要領」に基づき、平

成 21年度から実施しました。点検が完了した 89橋について長寿命化

計画を策定しています。 

この長寿命化計画は、「橋りょう長寿命化修繕計画共同システム」を

活用して策定しています。このシステムでは、予防保全的修繕の実施

を徹底することにより費用を縮減し、橋りょうの維持管理費用の増大

を抑えることを目的としています。 

 
 図 10 今後の補修費用予測 寒川町橋りょう長寿命化修繕計画 より 

 

図 10のように、事後保全的修繕では 2103年までに約 35億円と予

測されていますが、予防保全的修繕の実施により約 19億円となり、

46％の縮減効果が見込まれています。 

      今後は、国からの補助金を受けながら、計画的に舗装の補修を行

っていくこととしています。 

 （３）寒川町下水道長寿命化計画基本構想 

 寒川町の下水道は、昭和 59年に供用開始したため、布設から 30年

以上経過している施設が存在します。平成 23年度には、持続可能な下

水道事業の実施を図るため、「寒川町下水道長寿命化計画基本構想」を

策定しています。 

 この基本構想策定にあたり、管渠の清掃履歴、カメラ調査、目視調

査、修繕履歴等のデータを基に、国土交通省が示す「下水道施設のス

トックマネジメント手法に関する手引き」による「健全度予測式」に
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より、下水道施設の評価（注）を実施しました（表４参照）。 

  （注）下水道施設は、地中に埋設されているため、施設全てを目

視やカメラ調査などを行うことは、多くの費用と時間を要し

ます。そのため、清掃履歴や修繕履歴等の蓄積されたデータ

も用いて、敷設後の経過年数と管渠の構造別に施設の健全度

を予測し、評価を行っています。 

 

 表４ 健全度算出結果一覧表 寒川町下水道長寿命化計画基本構想より 

順

位 
処理分区 

管渠延長 

（ｍ） 
健全度診断1 

1 左 52-2処理分区 4878.25 3.00 

2 左 43処理分区 10858.23 3.01 

3 左 61-2処理分区 172.53 3.01 

4 左 63処理分区 11826.94 3.02 

5 左 52-1処理分区 33942.01 3.03 

6 左 64処理分区 6544.01 3.03 

7 左 62処理分区 11534.67 3.04 

8 左 44処理分区 20315.88 3.05 

9 左 51処理分区 7426.13 3.06 

10 左 61-1処理分区 8836.13 3.06 

11 左 45処理分区 21188.3 3.08 

12 左 60-3処理分区 9852.57 3.11 

13 左 53処理分区 4790.10 3.16 

 計 152165.75  

  ＊健全度とは、管の劣化具合を示すもので、数字が小さいほど 

   劣化が進んでいる可能性が高いことを表す。 
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この評価結果により、望ましい健全度とされる「健全度２以上」は

確保されているものの、年数の経過とともに施設の劣化が進んでいく

ことが想定されます。そこで、今後も「健全度２以上」を確保するこ

とを目指した下水道施設の更新、維持管理に係る費用の試算を次のと

おり行いました（表５、図 11、図 12及び図 13参照）。 

 ①シナリオ１：法定耐用年数である 50 年経過後に更新（造り替え） 

 ②シナリオ２：長寿命化対策を実施し、その後 50年で更新 

 ③シナリオ３：重要な管渠の更新を 50年、一般管路を 75年で更新 

 

 

表５ 試算にかかるシナリオ比較一覧表 寒川町下水道長寿命化計画基本構想より 

 シナリオ 1 シナリオ 2 シナリオ 3 

評価開始開始 2014 年 2014 年 2014 年 

評価終了時点 2113 年 2113 年 2134 年 

評価期間 100 年 100 年 120 年 

平均費用額 682 百万円 652 百万円 537 百万円 

判  定 単純に更新を行うため、

最も費用が高額となる。 

長寿命化計画を施すこ

とにより、シナリオ１よ

りも安価となる。 

優先的に重要管渠の対

策を講じることにより、

施設の全体の社会的な

影響のリスクを小さく

することが出来る。 

また、分散することによ

り年間に係る費用も抑

えることが出来る。 

 × △ ○ 
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   図 11 シナリオ１による試算 寒川町下水道長寿命化計画基本構想 より 

 

図 12 シナリオ２による試算 寒川町下水道長寿命化計画基本構想 より 
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図 13 シナリオ３による試算 寒川町下水道長寿命化計画基本構想 より 

 

このように、法定耐用年数到来による施設の更新ではなく、軌道を

横断する管渠や緊急輸送路下に布設される管渠などの重要管渠を布設

後 50年で更新し、他の管渠については、布設後 75年で更新するケー

スが、更新や維持管理に要するコスト 145百万円を抑えることができ

ると判明しました。 

平成 23 年度に策定したこの下水道長寿命化計画基本構想に基づき、

現在は「長寿命化計画」を策定し、対策を実施しています。現在の長

寿命化計画は、平成 29年度までの５ヶ年計画となっており、平成 30

年度以降についても中期的な長寿命化計画を策定し、対策を実施する

こととされています。 

（４）寒川町下水道総合地震対策計画 

平成９年に下水道の耐震基準が改定されたことから、平成９年以前

に施工された管路 1.9㎞のうち、液状化の危険性がある 1.6㎞につい

て、平成 24年度から２ヶ年で耐震診断を実施しました。 

その結果、約７割の管路について、耐震性が不足していることが確

認されました。そこで、鉄道、河川及び緊急輸送道路下に埋設されて

いる管路について、耐震化を実施することとされています。 

地震対策については、長寿命化による将来的な更新費用の抑制とは

異なり、災害時においても障害無く下水道施設が使用できるよう対策

を施すものであるため、対策実施にあたる費用が増えるものではあり
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ますが、耐震化を実施することで施設の延命も同時に図ることができ

ると考えられます。 

また同時に、「寒川町下水道ＢＣＰ（＝業務継続）計画」の策定も予

定されています。 

なお、耐震化の実施とＢＣＰ計画策定に要する費用は、表６のとお

りとなっています。 

 表６ 耐震化に要する費用 寒川町下水道総合地震対策計画 より 

年次計画及び年割額                        （百万円） 

工事内容 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 計 事業量 

管路 

施設 

耐震診断  

設計  

管更生  

可とう管化  

マンホール浮上防止工  

21 20 9 10 10 70 
約1.9km 

103基  

下水道BCP計画策定  0 1 1 0 0 2 － 

合計 21 21 10 10 10 72 － 

  

（５）既存計画の妥当性・有効性の検証結果 

これまで記載してきたように、既に町が作成したインフラ資産に関す

る「長寿命化計画」、「耐震化計画」、「補修計画」は、予防保全的修繕の

考え方があり、今後の維持管理コストを抑えることを前提とした計画で

あることが分かりました。 

特に道路の舗装に関しては、補修工法として、 

 ①クラックシール工法 

 ②パッチング 

  （路面上に発生したやひび割れやポットホール（＝ひび割れが悪

化して生じる穴）に対して、アスファルト混合物などで穴埋めし、

上積みする補修方法） 

 ③舗装の打ち換え 

 ④オーバーレイ工法 

  （路面上の亀裂に対して、その上に直接アスファルト混合物を積

み重ねて覆う方法） 

が考えられますが、これらのうち低コストとされるクラックシール

工法を採用し、予防保全的修繕を実施している点は妥当であると考え

ます。 

インフラ資産は、町民等の日常生活上、欠かせないものであり、縮減

することは困難です。また、近隣市とのネットワークを構築しているこ

とからも削減する事は現実的ではありません。 

今後は、既存計画の対象が中期的であるため（舗装維持補修計画の平

成 32年度までが最長）、計画年次終了前において、効率的かつ効果的な
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手法を随時検証し、定期的に計画の見直しを行いながら、コスト縮減に

努めることが必要と考えます。 

    

 

Ⅲ 今後の課題（外部策定委員会からの提起）           

     ４月の第１回委員会から７ヶ月間にわたり議論を重ねてきましたが、結論

を出すに至らなかった点が複数あります。ここでは課題点として列挙し、行

政側に更なる検討を求める事項を記載します。 

 

 １．中学校施設のあり方について 

 中学校区別人口推計は行っていないため、将来の床面積過不足は算出

できません。一方、小学校児童数の減少が想定されることから、中学校

生徒数の減少も同時に想定されます。 

こうしたことから、現在３校ある中学校の施設数、適正規模、複合化

のあり方などの検証を行うことが必要と考えられます。 

 ２．学校給食のあり方について 

各小学校に給食室を備え、町が直接運営する「自校方式直営」につい

ては、教育効果が高いと評価する意見がある一方、費用面で削減効果が

高い「給食センター」へ変更すべきとの意見もあります。そこで、次の

項目について、「自校方式直営」と「給食センター」のメリット・デメリ

ットを幅広い関係者と検討し、町としての方針を策定することが必要で

あると考えられます。 

   （１）費用面での検討 

      ア）各小学校ごとに配置されている給食室を更新するケース 

      イ）町内全学校の給食を調理する給食センターを整備したケース 

        （給食センター化により、中学校給食の実施も含む） 

      ウ）維持管理費用 

   （２）安全面での検討 

      給食センター化した場合の安全性確保の課題 

      （センターに障害等が生じた場合の想定など） 

   （３）教育効果 

        作り手の顔が見えること、子ども達自ら育てた食材を活用した給

食実施による食育の面、バランスのある栄養を摂ることによる生活指

導の面など。 

   （４）直営以外での運営方法の検討 

      アウトソーシングの検討など。 

３．公共施設の借地について 

    公共施設の敷地として借地が多数存在し、年間借地料が町全体で約８

千万円ほどにも及んでいる現状は、財政を圧迫する要因にもなっており、
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将来の更新費用捻出ためにも買い取り、交換、返還等の見直しによる借

地料の縮減が必要です。 

４．消防分団施設と分団組織の現状・課題 

    多くの消防分団施設の老朽化が進み、法定耐用年数を経過している施

設も存在します。また、大雨時の出動や地震対応など、災害対策が増加

傾向にあります。こうしたことから、消防分団施設数、分団組織の配置

などのあり方を再検証する必要があると考えられます。 

 ５．他の自治体との連携について 

    これまでの公共施設の多くは、ひとつの自治体が整備した上で維持管

理してきました。人口減少や更新財源不足により、施設総数や床面積を

削減しなくてはならないものの、一方で行政が維持管理しなければなら

ない施設があることも事実です。 

美化センターや広域リサイクルセンターのように近隣自治体との連携

だけでなく、今後は国や県など、複数の行政機関と連携して施設を整備、

維持管理する手法も検討が必要であると考えられます。 

６．複合化した後の施設跡地について 

 更新費用や複合化・多機能化の財源として、複合化した後の未利用施

設跡地は売却することも考えられます。 

     一方で、既存施設を取り壊した後、同じ場所へ再整備する際の一時的な

代替地が必要となる場合も考えられます。 

そこで、次の点において検討が必要であると考えられます。 

①公共施設再編サイクルの中での利活用 

②①での利活用が必要無い場合の売却・賃貸 

 ＝更新財源、複合化・多機能化財源の捻出 

７．平成 29年度以降のスケジュール 

計画策定後の町民への説明や、施設利用者などの関係者との協議、個

別施設ごとの複合化、多機能化、更新等の時期に関し、実施項目とスケ

ジュールの検討が必要です。 

 

 

Ⅳ これからのロードマップ                   

公共施設等総合管理計画は、平成 28年度中に策定することが国から要請さ

れており、寒川町でも年度内に策定を完了させ、公表するとされています。

また、課題点として記載しましたように、複合化、多機能化の個別施設ごと

の具体的な時期、施設ごとの長寿命化方針等は、別途検討が必要です。 

そこで、私たち外部策定委員会では、この計画書の最後に「これからのロ

ードマップ」を別紙２のとおり提案します。 



別紙１

施設名称 更新年度
現状の
床面積
（㎡）

施設名称 更新年度
現状の
床面積
（㎡）

宮山地域集会所 平成37年度 206.28

あおぞらクラブ（学童保育）
（町民センター分室含む）

－ (485.50)

倉見地域集会所 平成41年度 271.07 倉見大村地域集会所 平成20年度 101.02

わかばクラブ（学童保育） 平成59年度 120.77

小谷地域集会所 平成33年度 199.47 げんきっ子クラブ（学童保育）平成42年度 51.00

小動地域集会所 平成19年度 102.10

大蔵地域集会所 平成31年度 196.10

一之宮地域集会所 平成39年度 215.12 文化財学習センター 平成59年度 (672.00)

わんぱくクラブ（学童保育） － (53.00)

筒井地域集会所 平成26年度 130.83 大曲地域集会所 平成43年度 203.71

中瀬地域集会所 平成34年度 115.30 星の子クラブ（学童保育） 平成63年度 168.10

田端地域集会所 平成37年度 217.49

寒川中学校 平成38年度 7,620.00 2,474.02 － － 南部文化福祉会館（公民館） 平成33年度 1,497.64
包括支援センター
役場機能の一部

旭が丘中学校 平成40年度 7,428.00 496.34 － － 北部文化福祉会館（公民館） 平成32年度 1,188.10
包括支援センター
役場機能の一部

寒川東中学校 平成48年度 6,503.00 464.18 － － 岡田地域集会所 平成21年度 180.20
包括支援センター
役場機能の一部

【補足説明】

＊法令に基づく床面積：義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令による面積算出方法のこと。

　学級数に応じて床面積の算出方法が定められている（算出方法の詳細は、第５回外部策定委員会配付資料を参照）

＊法令に基づく床面積の過不足：小学校区別人口推計を基に学級数を予測。その学級数を基にした法令に基づく床面積を算出し、現在の床面積との差を表したもの。

　算出結果が正数の場合は「余裕面積あり」、負数の場合は「面積不足」

＊中学校区別人口推計は行っていないため、将来の床面積過不足は算出していない（「－」での表記）。

＊町民センター分室、わんぱくクラブ（学童保育）、文化財学習センターについては、現時点で学校内の複合施設となっているため、面積は「（　）」で表記。

【備考】

＊旭小学校については、現状及び今後も面積不足のため、建て替えもしくは増築と同時に複合化することが望ましい。但し、全公共施設の総床面積縮減となるような設計が必要。

小
学
校

中
学
校

1,286.94南小学校 平成53年度 6,263.00 164.76 1,286.94

3,104.28

小谷小学校 平成39年度 5,564.00 ▲ 272.28 587.94 587.94

一之宮小学校 平成40年度 6,413.00 1,436.94 1,436.94

▲ 1,180.48

531.44

旭小学校 平成39年度 5,116.00 ▲ 2,393.52 ▲ 1,180.48

寒川小学校 平成34年度 5,507.50 ▲ 788.98 ▲ 788.98

学校教育施設の複合化・多機能化の組み合わせ案

更新年度
校舎の現状
床面積（㎡）

法令に基づく
床面積に対する

過不足

（28年度時点）

（㎡）

法令に基づく
床面積に対する

過不足

（47年度予想）

（㎡）

法令に基づく
床面積に対する

過不足

（57年度予想）

（㎡）

複合化の相手方

学校名
（更新年度到来順）



○これからのロードマップ

工 事 着 手

町 民 向 け
総合管理計画
の 説 明 会

建 物 の
劣 化 診 断
（劣化度の調査）

建 替
or

長 寿 命 化
の 判 断

（仮称）健康
福祉総合セン
ター建設予定
地の活用検討

施設再編計画
策 定

更新・長寿命
化工事の設計

平成33年度以降実施事項 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

個別施設ごとの更新または 

長寿命化実施時期の検討 

コンセプトブック、 

ルールブックの作成 

コンセプトブック、 

ルールブックの作成 

別紙２ 



○（仮称）寒川町公共施設等総合管理計画外部策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第 1 条 （仮称）寒川町公共施設等総合管理計画（以下「計画」という。）の策定に関し、

広く関係者の意見を反映させるため、（仮称）寒川町公共施設等総合管理計画外部策定委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項に関し、町長に対して必要な助言、提案等を行うもの

とする。 

 （1）計画の策定に関すること。 

 （2）その他委員会の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第 3条 委員会は、委員 10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

 （1）公募の町民 

 （2）学識経験を有する者 

 （3）寒川町自治会長連絡協議会から推薦を受けた者 

 （4）社会福祉法人寒川町社会福祉協議会から推薦を受けた者 

 （5）寒川町教育委員会から推薦を受けた者 

（委員の任期） 

第 4条 委員の任期は、計画を公表するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第 6条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、委員長が議長となる。 

（庶務） 

第 7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（補則） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 27年 11月 25日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、計画を公表したときに、その効力を失う。 



○（仮称）寒川町公共施設等総合管理計画外部策定委員会委員名簿

中島　幸雄 教育委員会から推薦を受けた者

蓮見　保仁 教育委員会から推薦を受けた者

山﨑　俊裕 学識経験を有する者（東海大学）

齋藤　正信 自治会長連絡協議会から推薦を受けた者

髙橋　伸隆 社会福祉協議会から推薦を受けた者

阿部　博人 学識経験を有する者（（株）公共ファイナンス研究所）

石田　晴美 学識経験を有する者（文教大学）

梶田　佳孝 学識経験を有する者（東海大学）

山蔦　紀一 公募の町民（平成28年10月辞任）

（敬称略）

氏名 委員会設置要綱第3条第2項による区分

水田　敏弘 公募の町民


